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１．監査とは ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

市（地方自治体）における監査とは、『市民や団体などに不利益や損害が被

らないようにするため、独立した立場の第三者（監査委員）が、市が行う業務

について真実性や妥当性を評価し、その結果を市民等に伝えること』です。

地方自治法第２条には、最少の経費で最大の効果を挙げること、組織や運営

の合理化に努めること、さらには、法令に違反した事務処理をしてはならない

こと等が定められています。また、市民が安心して暮らすためには、市の行財

政運営の健全性と透明性の確保が必要であり、そのために適正に監査を実施す

ることが求められます。

２.監査委員の役割 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

監査委員は、地方自治体の行財政が公正かつ効率的に行われているかどうか

チェックするため、地方自治法（第 180 条の 5）に基づいて設置が義務付けら

れている独立した執行機関です。

各監査委員がそれぞれ職権を行使する「独任制」ですので、各地方自治体に

おいて「監査委員会」という組織は存在しません。この点が、同じ条文で定め

られている教育委員会や選挙管理委員会などと異なります。

高山市の監査委員の定数は３名で、内訳は、行政運営に優れた専門性を有す

る「識見委員」が２名、議員の中から選任される「議選委員」が１名です。識

見委員の中から代表監査委員１名が選ばれることになっています。

区 分 氏 名 委員就任年月日

代表監査委員
かさ

笠
はら

原
あき

旦
ひこ

彦 平成 25 年 5 月 13 日

識見監査委員
ひ

日
の

野
す

寿
み こ

美子 令和 3年 4月 1日

議選監査委員
い

伊
とう

東
ひさ

寿
みち

充 令和 5年 5月 12 日
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Ⅰ 監査制度のあらまし



３.監査の流れ ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫
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４.監査の種類 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

一般的に広い意味で「監査」という言葉が使われていますが、目的等によっ

て、次のとおり「監査」「検査」「審査」に分かれています。

・監査 執行状況の真実性や妥当性の検証に重点を置き、指導・助言を行う。

☞ 定期監査、随時監査、財政援助団体等監査

・検査 計数の正否を調べることに重点を置き、現状を確認する。

☞ 例月出納検査

・審査 計数の正否を確認することに重点を置き、一定の判断を下す。

☞ 決算審査

実務の上では、いずれも「監査」の概念の中で行われており、このあらまし

においては、特別な場合を除き一括して「監査」、あるいは高山市監査基準に

準じて「監査等」と表記します。
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【監査等一覧表】

高山市では、年間を通じて次の監査等を実施しています。

名 称 内 容 実施時期

定期監査

年２回期日を決めて、市の財務に関する事務の執行

及び経営にかかる事業が合理的かつ効率的に行われて

いるか監査します。

5 月頃

2 月頃

随時監査

（工事監査）

監査委員が必要と認める場合に、定期監査に準じて

実施します。

高山市においては、毎年、工事監査を実施しており、

市が実施する工事について技術士に調査委託し、専門

的な見地から監査します。

１０月頃

１１月頃

財政援助団体

等監査

指定管理者が公の施設を適正に管理・運営している

か監査します。

また、市が補助金を交付している団体に対して、補助

金が適正に使われているか監査します。

11月頃

1 月頃

例月出納検査
市が保管する現金の残高及び出納事務が適正に行わ

れているか検査します。

毎月25日

頃

決算審査

一般会計・特別会計及び公営企業会計等の決算内容

が正しいか、予算が適正かつ効率的に使われているか

審査します。

そのほか、基金の運用状況や財政健全化法による指

標についても審査します。

6月～8月

頃

住民監査請求

に基づく監査

市民から、公金支出、財産管理、契約締結等の財務会

計について監査請求があった場合に監査します。

◎住民監査請求とは、市民が、市長などの執行機関や職員

による財務会計の行為が違法又は不当であると認める

とき、このことを証明する書面を添えて監査を求め、必

要な措置を講ずるよう請求するものです。

随時

３



５.監査基準 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

監査基準とは、法令の規定により行う監査等の適切かつ有効な実施を図るた

めの基本事項を定めたものです。

高山市では、平成１５年に策定した監査基準に基づき監査を実施してきまし

た。しかし、基準を策定していない自治体があったり、全国的に統一したルー

ルがなかったりしたことから、監査結果の信頼性をより高めるため地方自治法

が改正され、新たな基準の策定及び公表がすべての自治体に義務付けられまし

た（地方自治法第 198 条の 4）。

令和２年４月１日施行の新しい「高山市監査基準」は、市の公式ホームペー

ジに掲載しています。 ＵＲＬ https://www.city.takayama.lg.jp/

６.監査の視点 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

監査は主に次の５つの視点で行われます。

・合規性 法令や条例等に従って適正に行われているか

・正確性 事務が正確に執行され、数字や金額、文言等が正しいか

・経済性 無駄な経費をかけていないか

・効率性 業務の簡略化や改善により、さらに能率的に処理できないか

・有効性 事業結果が所期の目的を達成し、効果を挙げているか

また、一般的に監査を行う上では、次の三つの観点が求められると言われ

ています。 ☞引用：吉野貴雄著「監査委員事務局のシゴト」（ぎょうせい）

・正確性を期すため、細部まで調べる「虫の目」

・全体の状況を的確に把握するため、高い見地から俯瞰する「鳥の目」

・危機的状況を回避するため、時代の潮流を読み解く「魚（さかな）の目」

監査は、『市の業務が正しく適切に行われていることを保証するための仕

組み』と言い換えることができます。

したがって、「対症療法」ではなく「根本療法」を目指す必要があります。

重大な事故や事件が発生しないようにするため、その前段階で不適切な事例

が起きない仕組みづくりにつながる指摘が、結果的に信頼される市政の実現

に結び付くと考えています。

４

https://www.city.takayama.lg.jp/


５

監査結果
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委
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１．定期監査 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

市の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理について、合理的かつ

効率的に行われているか、２回（上期・下期）に分けて監査を実施しました。

☞地方自治法第 199 条第 1項、第 4項

■監査対象 上期：支所 ４支所

下期：本庁 ８部

■主な指摘事項（上期）

〇事務事業の執行状況は全般にわたり概ね適切で、特段指摘する事項はありま

せんでした。

■主な指摘事項（下期）

〇検討会に所属する構成員に対して、欠席しているにも関わらず一律の謝礼が

一括で支出されていた。報償費である謝礼は役務への対価であるため、検討

会 1回当たりの謝礼金額を定め、開催の都度支払われるよう見直しを検討し

てください。

〇新規及び拡充事業は、注力すべき施策として重点的に予算配当が行われたも

のと考えるが、執行率の低調なものが多く見受けられた。予算が有効に活用

されるよう、更なる周知と事業の推進に努めてください。

６

Ⅱ 令和４年度の監査結果



２.随時監査（工事監査） ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

随時監査は、監査委員が必要であると認めたときに実施するもので、市が

発注している施工中の工事について、２回にわたり監査を実施しました。

監査にあたっては、建築技術分野の専門知識が必要なため、県外の公益社団

法人に委託し、専門の技術士による関係書類の調査及び現地監査を行いました。

☞地方自治法第 199 条第 5項

■監査対象 ２件（災害復旧工事、公共施設長寿命化改修工事）

■主な指摘事項

〇計画・設計・積算・契約・施工・監理等について監査した結果、どちらの工

事も適正かつ効率的に執行されているものと認めました。

なお、軽微な指摘や改善が必要な項目等については、技術士からその都度指

導がありました。

７

《現地監査の様子》

たきまち棚田災害復旧工事

（滝町）

江名子小学校校舎長寿命化

改修工事（江名子町）



３.財政援助団体等監査（指定管理、補助金等） ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

市が行っている個人や団体等への様々な補助事業及び市有施設の指定管理

者に対して監査を実施しました。

☞地方自治法第 199 条第 7項

■監査対象 指定管理：５社

補助金等：８件

■主な指摘事項（指定管理）

〇高山市指定管理者制度運用ガイドラインにおいて、複数の施設を管理する指

定管理者は、共通する経費においては各施設の事業規模に応じた合理的な方

法で積算するよううたっているが、適正に計上されていない状況が見受けら

れたため、適切に対応するよう努めてください。

〇備品購入の際は、市と指定管理者の協議の上で調達できると定めているが、

市への協議されることなく指定管理者の独自の判断により購入がされていた。

双方で情報を共有するとともに、適正に運用されるよう努めてください。

〇監査において市の規則を確認したところ、改正から 2年半以上も経過してい

るにもかかわらず、公表されているものは最新の情報となっていない状況が

見受けられた。例規の更新は速やかに実施されるよう努めてください。

〇昨年、建物調書から削除されていた物件について確認したところ、解体から

すでに十数年が経過していたものであった。これまで確認もせず、誤った状

態で協定が締結され管理されていたため、市と指定管理者においては施設の

状況を双方で確認するなど適正な施設の管理に努めてください。

８



■主な指摘事項（補助金等）

〇申請年度内に市内で実施する事業経費に対して補助金を交付するよう要綱

に定められているが、事業実施の前年度に受付されていた。また、補助金

の対象となる経費も、要綱に定められていない経費に対しても補助する旨

の周知がされていた。実務と要綱の整合を図り、事業の見直しに努めてく

ださい。

〇補助事業の経費として、源泉徴収の対象となる出演者への謝礼金等の支出

が多数あるが、実績報告書に添付された領収書からは源泉徴収に関する事

務処理が確認できなかった。所得税法第 204 条及び復興措置法第 28 条にお

いて、報酬等の支払をする者は所得税と復興特別所得税を併せて徴収し、

国に納付しなければならないと規定していることから、法令等に従った事

業実施にむけて努めてください。

９

《財政援助団体等監査の様子》

書類監査

（桜の郷荘川）

施設現地監査

（市政記念館）



４.決算審査 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

前年度（Ｒ３）に予算執行した内容について、市長から審査に付された決

算書及び関係書類の計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的

に行われているか審査を実施しました。他の監査を「期中監査」に例えると、

決算審査は「期末監査」に相当します。

決算及び基金の運用状況の審査結果については、審査意見書としてまとめ、

健全化判断比率及び資金不足比率（※）に関する意見書とともに、毎年、市

長等に提出しています。

また、歳入歳出決算書は、監査委員の意見を付して市議会定例会に上程さ

れ、本会議及び予算決算特別委員会において審議が行われます。

☞地方自治法第 233 条第 2項、地方公営企業法第 30 条第 2項

■監査対象 一 般 ・ 特 別 会 計：全部課（上水道課を除く）

公営企業会計水道事業会計：水道部上水道課

公営企業会計下水道事業会計：水道部下水道課

■主な指摘事項（一般・特別会計）

〇平成17年2月1日に創設された貸付基金において、現在に至るまで一度も利

用されていない状況であった。地方自治法第 241 条第 2項において、基金は

目的に応じ確実かつ効率的に運用しなければならないと規定されているため、

積み立てておく必要性を検討され、廃止を含めた見直しを実施してください。

〇高山市消防団条例で定める団員定員は合併以降 2,100 人となっているが、実

消防団員数は年々減少し令和 3年度は 1,765 人となっている。消防組織法第

25条において、消防団員の退職報償金として市条例に定める団員定員1人当

たり 19,200 円を乗じた額を責任共済掛金として納入しなければならないが、

団員数の増加が見込めない中、実人数を超えた過大な掛金を納付し続けるこ

とのないよう、条例改正にむけた見直しを検討ください。
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■主な指摘事項（公営企業会計 ～水道事業～ ）

〇当年度末における水道料金の過年度分の未収金は、前年度と比較し 683 万

円増の 9,515 万円であった。当年度中に収納の無かった平成 14 年度以前

の未収金（実件数 31 件 376 万円）について徴収に係る履歴（接触状況

等）を調査した結果、経過記録書の記載があったのは 3 件のみで残る 28

件は手付かずの状況であった。また、死亡 6 件、転出 7 件、居所不明 2

件を確認しているにもかかわらず相続人調査等の追跡調査も実施されていな

かった。令和 4 年度から債権管理条例が施行されたが、安易に債権放棄す

ることがないよう、債権管理に関する適切な事務執行に努めてください。

■主な指摘事項（公営企業会計 ～下水道事業～ ）

〇当年度も、営業費用が営業収益を大きく上回り、営業損失 15 億 3,327 万

円の計上となった。最終的な当年度純利益は 0 円となっているが、これは

赤字補填分として下水道事業補助金 3 億 79 万円が一般会計から繰り入れ

られた結果である。今後、「高山市下水道ビジョン・経営戦略」に定める財

政計画を着実に実行するとともに、使用料の改定を含めた財源の確保に努め

てください。

<<<< 用語解説 >>>>

※健全化判断比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」においては、地方公共団体（市）の

財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するためのものと

して、以下の４つの指標を「健全化判断比率」と定めています。

1 実質赤字比率・・・・一般会計等の赤字の大きさを表した割合

2 連結実質赤字比率・・公営企業等を含めた全会計の赤字の大きさを表した割合

3 実質公債費比率・・・市の借入金（地方債）の返済額の大きさを表した割合

4 将来負担比率・・・・地方債など現在抱えている負債の大きさを表した割合

高山市においては、全般的に良好な財政状態が維持されているため、いずれの指標

についても、算定されないか、もしくは基準数値内に収まっています。

※資金不足比率

資金不足比率は、公営企業会計ごとの事業規模に対する資金の不足額の比率のこと

です。高山市においては、すべての公営企業会計について資金の不足額がないため、

算定されませんでした。
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【一般会計の財務諸表】
高山市では、市の財政状況を客観的に把握し、効率的な財政運営などに役立

てるため、貸借対照表などの財務諸表を作成し公表しています。

令和3年度 貸借対照表 （バランスシート）

資産の部 2,295 億 4,184 万円

《行政サービスを提供するために保有し

ている財産》

●固定資産 2,066 億 9,505 万円

・有形固定資産 1,683 億 8,633 万円

☞学校や道路などの建設に使われたお金

・無形固定資産 4億 8,925 万円

☞地上権や借地権など形のない資産

・その他の資産 378 億 1,947 万円

☞関係団体への出資金や各種基金など

●流動資産 228 億 4,680 万円

☞現金や財政調整基金などすぐに現金化

できる基金、市税等の未収金など

負債の部 292 億 3,447 万円

《学校や道路等の建設のための借金な

ど将来の世代が負担するお金》

●固定負債 245 億 4,617 万円

☞負債のうち、令和３年度以降に支

払う費用

●流動負債 46億 8,831 万円

☞負債のうち、翌年度（Ｒ3）に支払

う費用

純資産の部 2,003 億 737 万円

《これまでの世代が負担したお金》

●純資産 2,003 億 737 万円

☞学校や道路等を建設するために使

われた国や県からの補助金や税金

市民一人あたりにおきかえると・・

〇土地・建物など 199 万 4 千円

〇出資金など 44 万 7 千円

〇現金など 27 万 0 千円

計 271 万 1 千円

〇借入金など 34万 5千円

〇純資産 236 万 6千円

計 271 万 1千円

◎財務諸表は、総務省が示している基準により作成しています。

◎行政コスト計算書や資金収支計算書などは、市の公式ホームページに掲載

しています。 ＵＲＬ https://www.city.takayama.lg.jp/
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５.例月出納検査 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

一般会計、特別会計、公営企業会計について、毎月の現金の出納事務処理

が適法かつ正確に行われているか、各種資料に基づき、主に次のような項目

に関する確認を行いました。

・歳入（市に入るお金）及び歳出（市から出るお金）の総額

・歳入歳出外現金（一時的に預かるお金など）の増減

・基金（目的ごとの貯金）の増減

・月末残高と金融機関の残高証明書との突合

・つり銭などの現金の保管状況

☞地方自治法第 235 条の 2第 1項

６.住民監査請求に基づく監査 ≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

市民から財務会計（公金支出、財産管理、契約締結等）について監査請求が

あった場合に実施する監査です。令和４年度は請求がありませんでした。

☞地方自治法第 242 条第 1項

◎住民監査請求は、市民が、市長などの執行機関や職員による財務会計の行為

が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて監査

を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。

※各監査の詳しい結果及び措置（対応）状況については、市の公式ホーム

ページに掲載しています。

ＵＲＬ ｈttps://www.city.takayama.lg.jp/

高山市役所 ＞ 行政情報 ＞ サイト内検索 ＞ 監査委員事務局
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高山市の監査

監査制度のあらまし ／ 令和４年度の監査結果
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